
社会福祉施設における感染防止対策について 

 

 

１ 高齢者施設、障害者施設等 

（１）職員 

   ○高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や支援に係るすべての関係施設・

事業所について、感染経路の遮断（手指消毒、マスク着用、換気の徹底）及び感

染防止対策を厳重に徹底した上での事業実施を要請する。 
   ○職員の日々の健康管理（体温測定、発熱した場合の出勤停止）を徹底し、施

設内での感染等が疑われる事案が発生した場合は、保健所に連絡する。 

 

（２）利用者 

   ○面会については、面会者からの感染を防ぐことと利用者及び家族のQOLを考慮す

ることとし、具体的には地域における感染の拡大状況、面会者及び利用者の体

調、検査結果等を考慮し、面会対応の検討を要請する。直接面会を実施する場

合、回数・人数の制限や感染防止対策を厳重に徹底することを要請する。 

   ○利用者の外泊・外出については、感染拡大防止の観点と利用者及び家族のQOLを

考慮して検討することを要請する。外泊や外出を実施する場合は、手指消毒やマ

スク着用等感染防止対策の徹底を要請する。 

 

（３）施設等への支援 

   ○感染者が発生した場合の基本的対応方針を定め、施設内感染を防ぐための仕組みを整

備する。また、感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設等からの職員

派遣等の仕組みを運用する。 

   ○感染拡大防止対策に資する衛生用品の確保や外部専門家等による研修・相談等の支

援を行う。また、施設等への専門家派遣時の指導内容について、わかりやすく情

報発信を行う。 

 

２ 保育所（幼保連携・保育所型認定こども園を含む）・放課後児童クラブ 

  ○感染経路の遮断（手指消毒、マスク着用、換気の徹底）及び感染防止対策を厳重に徹

底した上で、事業の実施を要請する。 

  ○職員の日々の健康管理（体温測定、発熱した場合の出勤停止）を徹底し、施設内で

の感染等が疑われる事案が発生した場合は、保健所に連絡する。 

  ○保育所において、感染者が発生し、職員が不足する施設向けに、協力施設からの職

員派遣の仕組みを運用する。 

 


